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2022年1月14日修正・追加 

 

「休眠預金制度（民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律）」に基づく実行団体公募  

 

 

１．コンソーシアムについて 

Q A 

１ 代表者が同一の２つの組織でコンソーシア

ムを組んで申請することはできますか。 

可能ですが、「利益相反」にあたらない体制をとっていただく

ことが必要です。具体的な方法については、ご相談ください。 

２ 現場団体が当該エリアのリーダーとなり、 

周辺市町の新規団体にイベント等の事業を

委託することは可能でしょうか。 

助成事業をより効果的に実施するための、例えばウェブサイト

制作のような専門的な知識やスキルが必要となる作業について

業務委託することは可能ですが、助成事業そのものに関わる内

容について、委託することはできません。その場合は、新規団

体を現場団体としてコンソーシアム構成団体に含めていただく

ことになります。 

３ 「新規加入団体」は、申請段階であらかじ

め事業計画に見込んでおき、資金計画にも

その費用を盛り込んでおく必要があります

か。 

申請段階で盛り込む必要はありません。 

訂正します。 

事業が始まってから、「新規加入団体を開拓する」という想定

です。新規団体の「現場団体活動負担金」については 

資金計画2年目・3年目の欄に「新規団体活動負担金」として上

限額を盛り込んでください。詳細の資料は必要ありません。 

４ 「公的補助」をもらっている場合は対象外

とありましたが、これは幹事団体だけでな

く現場団体にも該当するルールでしょう

か。 

現場団体にも該当します。 

ちなみに、対象外となるのは「公的補助金が投入される個々の
．．．

事業
．．

」です。 

 

２． 助成事業について 

Q A 

１ 今回申請するにあたって、これまで実施し 既に実施されている事業で申請していただけます。ただ、今回
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ていた事業で申請することはできますか。 

それとも、新規の事業を立ち上げる必要は

ありますか。 

コンソーシアムを組むことによって得られる新たな活動の広が

りや成果について、どのようなことが期待できるかを明記して

いただけるとよいです。 

 

３．助成期間について 

Q A 

１ 事業期間は、あくまで３年間フルで想定

し、例えば２年や２年半の事業とすること

はないということでよろしいでしょうか。 

本事業は、「社会課題を解決する」ことを目指しているので、 

２年や２年半でその成果を達成することは難しいと考えていま

す。基本的には、３年間の事業を想定しています。 

 

４．助成金について 

Q A 

１ 助成金総額1億円（上限）というのは、何を

意味していますか 

１コンソーシアムに対する３年間の助成金の上限が2,500万円

です。今回、4コンソーシアムに助成する想定なので、2,500万

円×４で１億円となります。さらに、この金額に加えて、評価

関連経費が各コンソーシアムに助成されることになります。 

２ 現場団体の補助額が「100～150万円」とあ

りますが、100万円が下限金額という意味

でしょうか。例えば、活動費年間50万円の

団体のコンソーシアム参加は認められませ

んでしょうか。 

1現場団体の3年間の総額が上限金額400万円を超えることはで

きませんが、一年間の助成額が「100～150万円」というの

は、あくまで目安とお考えください。「100万円より少ないの

で、対象にならない」ということではありません。 

３ 幹事団体の１年間の予算は３５０万円、現

場団体の予算は１５０万円が上限というこ

とですが、幹事団体の予算を現場団体の事

業の執行に使用してもいいのでしょうか。 

基本的には、幹事団体の予算と現場団体の予算は明確に分けて

いただきます。幹事団体の業務はコンソーシアムの進行管理業

務や各種事務処理、新規団体の開拓等を想定しており、もし現

場で事業実施される場合は、幹事団体が現場団体を兼務すると

いうことで、別途現場団体の事業計画、資金計画を用意してい

ただくことになります。 

「現場団体の事業の執行」の具体的な内容について、一度 

ご相談ください。 

４ CCFから幹事団体への支払いは分割払いや

中間払いなどは行われるのでしょうか。 

それとも年度末の支払いが前提でしょう

か。 

公募要領のP.16をご参照ください。 

幹事団体へは、概算払いで、分割して支払います。 

現場団体へは、毎月の決算の報告に基づき、幹事団体が 

立替精算払いをすることになります。 

 

５．自己資金について 

Q A 

1年目・2年目に自己資金が減免された場合も、3

年目は20％の自己資金が必要とのことでした

が、その場合は、3年間総事業費の20％なのか、

3年目の予算の20％です。 

１年目１００万円、２年目１００万円、３年目１００万円の事

業だったとして、１年目、２年目が減免された場合、自己資金
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3年目の予算の20％なのか、どちらでしょうか。 は３年目に２０万円投入していただくことになります。 

 

 

６．その他 

Q A 

１ CCFで「研修」についてもご支援いただけ

るとのことでしたが、団体で取り組む事業

の個別テーマに関わるような研修について

も対応可能ということでしょうか。それと

も、会計やコンプライアンスなどの事業運

営・組織運営に関する内容でしょうか。 

今回の事業は他コンソーシアムにも共通の事業課題があると考

えていますので、事業運営や組織運営だけでなく、コンソーシ

アムのみなさんのニーズに合わせて、社会課題等に関する研修

も実施可能です。コンソーシアムの各団体にとって広い意味で

関連性のある内容の研修を実施する予定です。 

 


